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令和４年度 第３回三重地方最低賃金審議会議事録 

 

１ 開催日時 令和４年７月 29日（金） 11時 00分～11時 35分  

 

２ 開催場所 津市島崎町 327－２ 津第二地方合同庁舎  地下共用会議室 

 

３ 出席委員 

  公 益 代 表 中村 玲子  三好 正人  安井 広伸 

  労働者代表 伊藤 久志  葛山真由美  藤岡 充昭  前田 良彦   

  使用者代表 大西 宏弥  栗須百合香  中村 和仁  別所 浩己  宮路 元美 

   

４ 議題 

（１）令和４年度地域別最低賃金額改定の目安の伝達について 

（２）その他（意見書について） 

 

５ 開 会  

（賃金係）   

只今から令和４年度第３回三重地方最低賃金審議会を開催させていただきます。 

まず、最低賃金審議会令第５条第２項に規定されております定足数についてです

が、15 名の委員の内、公益側の藤本委員・前田茂樹委員、労側の浅野委員から欠席

のご連絡をいただいております。 

従いまして、12 名の出席により、定足数について、これを満たしており、有効に

成立していることをご報告させていただきます。 

また、本日の審議会は三重地方最低賃金審議会運営規程第６条第１項の規定によ

り公開対象であり、７名の傍聴を認めておりますので、よろしくお願いします。 

それでは、開会にあたりまして三重労働局長から、ご挨拶を申し上げます。 

 （局 長）   

おはようございます。 

（ 皆 ）  

おはようございます。 

（局 長）  

三重労働局長の金尾でございます。 
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本日は、丁度、朝方かなり雨が強く降っておりましたけれども、少し暑い日が続

いている中、皆様方には、第３回三重地方最低賃金審議会にご出席いただきまして

ありがとうございます。 

毎年、この暑い時期にご議論お願いしているところでございますけれども、従来

より、最低賃金審議会の円滑な運営に多大なるご協力を賜っておりますことに、改

めましてお礼申し上げるところでございます。 

三重県最低賃金の改正につきましては、先般、既に、７月 13日の第２回審議会に

諮問させていただいたところでございます。 

本日は、中央最低賃金審議会から厚生労働大臣宛て「令和４年度地域別最低賃金

改定の目安について」答申を伝達する予定でしたが、今のところ答申がありません

ので、専門部会のなかで、事務局より概要を伝達させていただきます。 

本審議会におかれましては、三重県下の経済動向及び実情を踏まえ、三重県最低

賃金改正について、真摯な審議をよろしくお願い申し上げるところでございます。 

簡単ではございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。本日は、

よろしくお願いいたします。 

（賃金係）  

ありがとうございました。 

では、これより議事に入りますが、議事進行は運営規程により会長に行っていた

だくことになっておりますので、安井会長、よろしくお願いいたします。 

 

６ 議  事 

（会 長）  

委員の皆様には、本日もご多用の中お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。 

世の中何が起こるか分からないということでございますが、例年ですと先程局長

からもご挨拶にありましたように、中賃からの答申が出て伝達を受けるという予定

を本日しておりましたけれども、今年に限っては、今日現在まだ出ていなというこ

とで、非常に異例の事態が中央でも続いているのかなと思います。更に、コロナの

状況も昨日は三重県で 3,500 人を超えるような感染者が出たと。日本は全世界の中

で一番感染者が多いというような情報もありましたし、まだまだ予断を許さない状

況が続いている状況でございます。そのような中で熱い審議を皆様方にこれから一

週間くらいの間にしていただくことになります。三重県の最低賃金をいかにしてい
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くのか、非常に重要な会議でございます。最後まで熱心なご議論をいただきたいと

思っております。 

それでは、令和４年度第３回三重地方最低賃金審議会を開催させていただきます。 

 

（１）令和４年度地域別最低賃金額改定の目安の伝達について 

（会 長）   

先程もお話をさせていただきましたが、本来であれば議題の１番、「令和４年度地

域別最低賃金額改定の目安の伝達」を実施することを予定しておりましたが、まだ

中央最低賃金審議会からの答申がなされていないということでございますので、こ

れにつきましては、専門部会の中で伝達をしてもらうということにさせていただき

たいと思います。 

なお、それに関連する資料につきまして、事務局のほうから説明をお願いします。 

（室 長）  

お手元の資料について、説明させていただきます。 

資料１をご覧下さい。 

資料１は、常用労働者数が 30人未満の企業に属し、１年以上継続して事業を営ん

でいる事業所を対象として、今年の６月分（見込み額）について調査した「令和４

年賃金改定状況調査結果」です。 

調査規模については、調査事業所数は全ランク計で 15,861事業所、Ｂランクとし

ては 3,844 事業所でした。集計事業所数は全ランク計で 4,738 事業所、Ｂランクと

しては 1,154事業所でした。集計労働者は 30,533人になります。 

三重県が該当するＢランクのところを見てください。 

賃金改定状況調査結果につきましては、第１表の方では「賃金改定実施状況別事

業所割合」ということで、Ｂランクの産業計を見ますと「賃金改定を実施しない事

業所」が、昨年度は 48.3％でしたが、50.4％に増加しております。 

「１～６月に賃金引上げを実施した事業所」は 34.7％。「１～６月に賃金引下げを

実施した事業所」は 0.5％。「７月以降に賃金改定を実施する予定の事業所」は 14.5％

でございました。 

次に、第２表が「事業所の平均賃金改定率」ということで、Ｂランクを見ますと

産業計で 3.1％となってございます。昨年度は 2.5％でした。 

次のページの第３表が「事業所の賃金引き上げ率の分布の特性値」でございます。 

次のページの第４表「一般労働者及びパートタイム労働者の賃金上昇率」につい
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てでございます。 

Ｂランクの「産業計」においては、令和３年が 0.1％、今年が 1.3％と増加してご

ざいます。 

①表の方の男女別においては、男がプラス 0.6％、女がプラス 1.8％となってござ

います。また、Ｂランクの調査産業のなかで、「学術研究、専門・技術サービス業」

においては、②表のパート「生活関連サービス業、娯楽業」においては、①表も②

表もすべての賃金上昇率がマイナスとなっているところでございます。 

次に、資料２をご覧下さい。 

これは、生活保護と最低賃金に関しての資料となっています。 

三重県のところを太枠で囲っていますので、ご確認下さい。 

２ページのものが、令和３年度最低賃金改定額反映版で、上の◇（ひしがた）の

折れ線グラフが最低賃金を、下の△の折れ線グラフが生活保護を表しており、各県

とも最低賃金が生活保護の金額を上回っているということでございます。 

３ページの三重県の行の赤枠で囲っていますところの「最新の乖離額」を見てい

ただきますと、244円ということで、これは最低賃金のほうが生活保護水準より時間

額 244円上回っているということでございます。 

次に、資料３をご覧下さい。 

これは、地域別最低賃金額、未満率及び影響率に関しての資料となってございま

す。 

同じく、Ｂランク若しくは三重県のところを赤枠で囲ってございます。 

昨年度までの数字となってございます。 

令和３年度のＢランクの平均は、未満率 1.7％、影響率 14.9％です。 

めくっていただいて、２ページですが、下の方の注意書きにありますように「令

和３年最低賃金に関する基礎調査」の事業場規模 30人未満（製造業等は 100人未満）

を対象としたもので、昨年度（令和３年度）の三重の場合、未満率 1.6％、影響率

14.9％でございました。 

令和２年度は、未満率 1.5％、影響率 4.1％でございました。 

３ページは７月に実施した賃金構造基本統計調査によるもので、規模５人以上の

民営事業所を対象としたものです。令和３年度のものになりますが未満率は 1.5％、

影響率が 5.1％となってございます。 

令和２年度は、未満率 2.5％、影響率 2.9％でございました。 

次の資料４をご覧下さい。 
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これは、賃金分布に関する資料でございます。令和２年及び令和３年の賃金構造

基本統計調査の結果に基づき、グラフに表したものでございます。 

次の資料５には、三重県最低賃金の推移を参考として付けさせていただきました。

昭和 47年からの分でございます。 

次の資料６には、連合三重様よりいただきました「2022 春季生活闘争賃金改定・

回答（最終集計）」を付けさせていただきました。 

以上で資料等の説明ということにさせていただきます。 

これからのご審議の参考としていただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

（会 長）  

ありがとうございました。只今の資料説明につきまして、ご質問等はございませ

んでしょうか。 

なお、令和４年度の三重県最低賃金につきましては、専門部会で議論して頂くこ

とになります。この場にお集まり頂くのは、次は答申になってしましますので、本

日の段階で労使それぞれのお立場からのご発言がございましたら受け賜りたいと思

います。 

まず、労働者側いかがでしょうか。 

 （藤岡委員）  

労動者側の藤岡でございます。よろしくお願いします。 

労働者側からとして意見を述べさせていただきたいと思います。 

直近２年間ですけれども、コロナ禍の影響を受けた踏まえた審議を行ってまいり

ました。今現在もコロナは増えておりますけれども。ただ、現在、社会活動の正常

化も進みまして、政府の各種の支援策等に支えられる中で、経済は回復基調にある

と思っております。 

今後は、日本経済をより事実的な成長軌道に乗せていく必要があり、そのために

は、経済社会の活力の源となる人への投資が必要になってきます。その重要な要素

の一つが、最低賃金の引き上げだと考えております。 

資料、先ほどご説明がありました資料６の方で連合三重の春闘の結果を示させて

いただきました。本年の春季生活闘争では、労働組合は人への投資をこれを積極的

に求めてきました。中小企業を含め、経営者側の方にもこれに応じていただきまし

て、全体で、表にもありましたが、2.0％とこれまで以上の賃上げの広がりと底上げ

を図ることができました。労使で協議をし、交渉をし、答えを出したこの賃上げの
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流れを最低賃金の引き上げに繋げ集団的労使関係にない未組織で働く人、また、最

低賃金近傍で働く人の労働条件向上へ波及させなければ、益々格差が広がることに

なります。 

また、現在の最低賃金 902円でございますが、これで年間 2000時間働いたとして

も、年収は 200 万円に達しません。最低賃金の水準は、先進国の中で大きく遅れを

取っています。諸外国では、着実に最低賃金は引き上げられておりまして、我が国

のこれ以上の停滞は許されませんし、生存権を確保した上で、労働対価としてふさ

わしいナショナルミニマム水準への引き上げるべきだと考えています。        

そして、今、急激な物価上昇となっております。これは、働く者の生活に影響を及

ぼしています。基礎的支出項目等の伸びが顕著でありまして、生活必需品等の切り

詰めをすることができない支出項目の上昇は、最低賃金近傍で働く者の生活を圧迫

しております。この実態を直視して、そして生活水準の維持向上の観点から、消費

者物価上昇率を考慮した引き上げが必要だと考えます。ご存じのように隣県の愛知

県の最低賃金は 955円でございまして、三重県と 53円の差がございます。愛知県は

十分通勤可能な県でありまして、この格差が人材の流出の一因となっております。

本年は付けさせていただきませんでしたが、昨年資料をつけさせていただき、愛知

県への通勤実数を示させていただいたところです。人材流出を防ぐためにも格差を

縮小させなければならない。 

我々は、誰もがどこで働いても 1,000 円をめざしています。しかし、時給 1,000

円でも、先ほども申し上げましたが、まだまだ生活できるレベルではないと考えま

すが、まずは、1,000円を目指していきたい。働いた収入で生活できるレベルに引き

上げていかねばならないと考えています。以上、経済社会の活力の源となる人への

投資が必要で、その重要な要素の一つが最低賃金の引き上げであること。春季生活

闘争で労使が答えを出した賃上げの流れを最低賃金の引上げに繋げること。労働の

対価として相応しいナショナルミニマム水準へ引き上げること。消費者物価上昇率

を考慮して引き上げること。人流流出を防ぐため格差を縮小する為引き上げ。これ

らを必要として申し上げて主張とさせていただきます。以上です。 

（会 長）  

ありがとうございました。 

    では、続きまして使用者側としてご発言していただけますでしょうか。 

（中村和仁委員）  

では、使用者代表といたしまして中村のほうからお話を簡単にさせていただきた
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いと思います。 

ご承知の通り、昨今の経済状況というのは、直近のコロナ禍の感染状況拡大の影

響が懸念される中、景気の低迷に加え、ご承知のとおりロシアによるウクライナ進

行に対する金融制裁、天然ガス石油エネルギー問題、様々な国際情勢、不安情勢が

大きく変化混沌としている中で、企業においては、大きく影響を受けております。 

また、メディアにも出ておりますけれども、来週から８月になりますけれども、

来月三重県にもあります自動車メーカーも減産とか、コロナによる部分もあります

が、半導体不足という要因もある中、予断を許さない厳しい状況があるわけですけ

れども、まだまだこれから、エネルギー関係の料金も値上げがされておりますし、

そういうところも踏まえて、また、昨年から始まりました働き方改革においての同

一労働同一賃金の適用に踏まえて、この秋から全部ではないのですが、中小企業 100

人以上の企業には、社会保険料の適用範囲の拡大ももうすぐ間近に迫ってきておる

中で、社会保険料というのは、企業にとってコストの大きくなるという状況の中、

考えていく必要がある中でですね、昨今の最低賃金の在り方なのですが、一昨年、

令和２年の、ここはちょっとイレギュラーだったのですが、ここを除けばですね平

成 28年度から昨年度にかけて、特に昨年は過去最高額を更新する引き上げが行われ

てきましたが、実際には、この中小企業においては、経営実態と非常に乖離をした

最低賃金の引き上げが行われておるということで、特にこの影響率というのも、先

ほどもご説明がありましたが、二桁という形でというようなことで出てきていると

いうことでございます。そういう部分もあることから、国が言われている３％とか

いうのは、適正な水準であるとは我々考えてなくて、実際に私共の会員企業も含め

て、色々な経営者の皆様から、あまりにも実態からかけ離れてしまっている。私ど

も当たり前ですけれども、基本原則に基づいてですね、最低賃金というのは、三原

則ある中で、特に中小企業の支払い能力という部分を考慮していかなくてはいけな

いのかなというように、改めて思っておる中でですね、最低賃金の審議を進めてい

くわけですけれども、今年はイレギュラーでして、まだ、中央においても目安が出

ておりませんが、地方の地賃の最低賃金というのは、三重県の実態を踏まえた最低

賃金を審議する必要がございます。中央の目安はあくまでも目安であると捉えてお

りますので、その部分も真摯に受け止めていただいて慎重な議論を進めて、いつも

言うんですけれども、最近、国による指導がありますので、目安の効果が全くござ

いません。今もストップしている部分があると思います。その部分も明確な根拠を

示していただいて、先程来から申しました様に、三重県の地賃、三重県が本当に望
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ましいというところを考えながら審議をしていかなければいけないかなと感じてお

りますので、暑い夏になると思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

（会 長）  

ありがとうございました。 

その他ご発言ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

只今、労使それぞれの代表の方々からご発言をいただきました。それぞれのお立

場がございますので、ご発言の内容は大きく違いがあるように感じさせていただき

ました。いずれに致しましても、我々公益代表といたしましては、皆様のご意見を

聞かせていただきつつ、最終着地点を見いだせるように努力をしてまいります。そ

れぞれのお立場はありますが、歩み寄りというものをしていただかないことには、

まとまるものもまとまりませんので、その辺はご理解をいただいてご協力をよろし

くお願いいたしたいと思います。 

では、次の議題に移らせていただきます。 

 

（２）その他（意見書について） 

 （会 長）  

その他についてでございますが、何か事務局から説明ございますでしょうか。 

 （賃金係）  

はい、最低賃金法第 25条５項では「最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の

決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令に定めるところにより

関係労働者及び関係使用者の意見を聞くものとする。」と規定されているところでご

ざいます。 

第２回審議会開催直後に意見聴取の公示を行ったところ、期日までに２者から意

見書の提出が認められました。 

お手元の資料７をご覧ください。 

私の方から要旨を読みあげます。 

一般社団法人三重県タクシー協会長様です。 

「新型コロナウイルス感染症の影響は、令和２年から令和４年の７月になっても

感染拡大の状況が続いており、タクシー事業におきましても極めて深刻な状況が続

いております。５月頃には減少傾向になっていましたが、７月に入り第７波に入っ

たとの声も聞かれます。 
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三重県においては、特に観光客の激減の影響があり、特に伊勢志摩においては甚

大な影響を受けております。タクシー協会の伊勢市の事業者では、２社が廃業をい

たしました。多くの事業者におきましては、最近の燃料高騰等もありますます疲弊

しております。 

・・・（時間の都合で中略させていただきます）・・・ 

貴会におかれましては、タクシー業界の実情に一層のご理解を賜り、今回の最低

賃金の引き上げにつき、慎重の上にも慎重にご審議いただきますよう、お願い申し

上げます。」 

というものでございます。      

次に、三重県労働組合総連合議長様です。 

・・・（時間の都合で要旨説明させていただきます）・・・ 

世界的なコロナ禍に加え、ロシアによるウクライナ侵攻により世界的に物価の高騰

が止まりません。高騰は今後も続くと思われ、物価上昇率を超える最低賃金の伸び

を行わなければなりません。 

コロナ禍でライフラインを支え続けている労働者、飲食・観光関連労働者の多くが

非正規労働者で、最低賃金近傍の低賃金で働いており、最低賃金が低い地域ほど経

済的ダメージはより深刻です。この難局を乗り越えるには、最低賃金を 1500円以上

に引き上げて国民購買力を引き上げることが不可欠です。 

・・・（時間の都合で中略させていただきます）・・・ 

以上のことから、下記事項について貴審議会に強く要請します。 

記 

    １．地域最低賃金額を直ちに 1500円以上に引き上げ、労働者の生計費原則に基づ

いた「全国一律最低賃金制度」を実現すること。 

    ２．専門部会を公開し、非正規労働者、あるいは最低賃金生活体験者自身が意見

陳述を行う機会を設けること。 

    ３．最低賃金を引き上げ、地域間格差の解消、中小企業負担を軽減する直接支援

の導入。働く労働者の社会保険料負担の減額制度を検討すること。 

というものでございます。 

詳細につきましては、お手元の資料でご確認いただければと思います。よろしく

お願いします。 

 （会 長）  

ありがとうございました。 

只今、ご説明ございましたように意見書が出されました。内容を確認させていた

だきますと、労使それぞれの立場から１件ずつの意見書かと思われます。これに関

しましても、厳しい状況が続いていると確認させていただきました。我々審議会と
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しては、この意見書を真摯にお受けさせていただきながら進めてまいりたいと思い

ます。この件につきましてご意見ございませんでしょうか。 

それでは、今回の意見を、貴重な意見として受け賜わり、今後の賃金改定の審議

に活かすということにしていきたいと思います。 

事務局他に何かございますか。 

（藤岡委員）  

すみません 

（会 長）  

どうぞ 

（藤岡委員）  

確認といいますか、教えていただきたいことがございまして、今、目安のほうは

示されておりませんし、今後いつ示されるかわからない状況だと思うんです。もし、

今おっしゃられたように専門部会の中で示されるというお話を聞かせていただきま

したけれども、それが例えば４日とかになると審議する間が無いと思うんですけれ

ども、その目安が出た段階で、それを慎重審議をしていくことを前提としたならば、

途中で審議会の日程の変更って可能なのですか。 

（室 長）  

１回目はまず８月１日に専門部会させていただきまして、２回目あたりまでには

目安を伝達させていただき、３回４回目の伝達となりましたら審議の状況等も考

えて日程変更を専門部会で協議をしたいというふうに考えております。 

（藤岡委員）  

そうですか、わかりました。 

（室 長）  

可能な限り 10月１日に発効を考えておりますので、できましたら、予定通り行っ

ていきたいと思いますので、何とぞご協力の程よろしくお願いいたします。 

（藤岡委員）  

10 月１日は我々もと思っておりますので。審議の時間がないというのも困ります

ので是非よろしくお願いいたします。 

（室 長）  

ご意見ありがとうございます。 

（会 長）  

いずれにいたしましても今までに経験のないことでございます。ただ、藤岡委員
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からもお話ありました様に 10月１日発効というものを目指すと、期限としては８月

５日に答申をしなければならないというような法的制限もございます。今後の状況

ですので、想像がつきませんけれども、できるだけ早く中央は目安を出していただ

いて、審議ができることを祈るしかございませんし、限られた時間の中で是非ご協

力をいただきまして審議を進めてまいりたいと思います。お願いするしかございま

せんが、ご協力を賜りたいと思っております。 

他ございませんでしょうか。 

それでは事務局お願いします。 

 （室 長） 

    繰り返しの部分もあるかもしれませんが、これから地域別最低賃金額の改定にあ

たりまして、ご審議をいただく予定になりますけれども、10 月１日の発効にあたっ

ては、既に日程をお示しさせていただいております。審議の進捗状況にもよります

が、次回の最低賃金審議会は、順調にいきますと８月５日（金）になりますので、

なにとぞよろしくお願いします。 

（会 長）   

次回の審議会の日程について従前からお話をさせていただいていると

ころでございますが、その日は地域別最低賃金改定の答申を行う日とい

うことになります。  

第４回審議会を８月５日（金）午前 10 時 30 分から、いまのところ開

催をさせていただきたいと思っております。委員の皆様には、日程確保

をよろしくお願いしたいと思っております。  

事務局の方で、日時・場所等の再確認をお願いいたします。 

(室 長)   

はい、次回の第４回本審は、８月５日（金）の午前 10 時 30 分から、場所は本会

場ということでよろしくお願いいたします。 

(会 長) 

本日予定をしておりました審議につきましては、以上でございます。 

と言うよりも、重要な審議ができなかったというのが正直なところでございまし

て、いずれにしろこの状況を見ていくしかないと、先程も申しましたが、願わくば、

一日でも早く目安を出していただいて、我々の審議を進めていきたいと思っており

ます。 

まだまだ暑い日が続きます。今年も夏の暑い期間の中でこの一週間の間で専門部
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会及び本審の方を開催させていただくことになってしまいます。 

コロナの感染にも十分お気を付けいただきながら、また、それぞれ専門部会を担

当していただく委員の皆様には、慎重審議をよろしくお願いしたいと思います。最

後までお願いばかりでございますが、改めて５日に向けてのお願いとさせていただ

きまして本日の審議会を終了させていただきたいと思います。 

では、令和４年度第３回三重地方最低賃金審議会を終了させていただきます。 

どうもありがとうございました。 

( 皆 ) 

ありがとうございました。 

以上 

 

 

 

 

 


